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a. 第8次ベトナム国家電力計画（改訂版）の基礎解説
b. PDP8における電源構成の開発目標
c.    関連する政府機関の整理

4. DPPA制度誕生の背景と導入の流れ：過去の政策、FIT制
          度からDPPA制度への移行過程

【第2章：制度構造の詳細分析】
1.DPPA制度に関わる法規定の整理
2.2025年5月の政令57/2025/ND-CPの要点解説

・法制度の主要ポイントと運用条件の整理
・適用条件・対象者の要件、送電電圧、年間消費量、
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3. 参加主体（売り手・買い手・送配電事業者）：発電事業者、
             大口需要家、EVNの役割

a. モデル①：自営線を介した直接電力取引
b. モデル②：国家送電網を介した直接電力取引

4. 価格形成と料金構造の現状について：託送料金等
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【第3章：現状と課題】
1. 2025年時点の制度実装状況：試験運用段階か、本格運
            用か／導入事例有無
2. DPPA制度における主要な課題：制度の複雑さ、マーケッ
             トサイズ、送電網の制約
3. 再エネ事業者側のメリット・懸念点：長期契約の確保 vs 系
            統制約・価格変動リスク
4. 大口需要家（工場等）側の視点：脱炭素・ESG戦略と電力
             コスト削減の狭間での判断

【第4章：関連制度と再エネ業界の関係】
1. ベトナムにおける再エネ関連制度との関係性

FIT制度・屋根置き制度・REC制度との整合性
2. FIT制度漏れ案件の現状（太陽光発電、風力発電）

【第5章：市場動向とビジネス機会】
1. DPPA制度がもたらすビジネス機会

再エネ発電、電力小売、IT・EMSベンダーなど
2. 外資系企業によるDPPA先行事例・戦略分析

【第6章：将来展望と戦略提言】
1. 結論：DPPA制度の可能性と今後の展望

最終的な総括と今後の動向への警鐘
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PDP8における電源構成の開発目標（2023年～2050年）

導入・背景理解

出所：PDP8、EVNを基にONE-VALUEが作成

PDP8では、2050年までにベトナムでは石炭火力発電が完全に撤廃され、風力・太陽光発電が
全体の6割程度を占める計画になっている。

Sample
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制度構造の詳細分析

出所：政令No. 57/2025/NĐ-CPを基にONE-VALUEが作成

ベトナム政府は2025年4月3日、再生可能エネルギー電源事業者と電力使用者との間の電力
直接売買を定めた政令57号（57／2025／ＮＤ―ＣＰ）を公布した。

モデル①：自社の送電線を介した直接電力取引 モデル②：国家電力網を介した直接電力取引

発電

事業者

需要家

申請資料

価格

No.80/2024/ND-CP(2024年3月）からの変更箇所を赤字で記載。

Sample
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モデル①：自社の送電線を介した直接電力取引自社の送電線を介した直接電力取引

制度構造の詳細分析

出所：政令No. 57/2025/NĐ-CPを基にONE-VALUEが作成

現在、自営線を通じた電力直接取引の法的枠組みは完成している。売主と買主が近距離で、
相互に接続を希望する場合、すぐに取引きを行うことができる。

再生可能エネルギー発電事業者

大規模電力消費者

電力および送
電、運用および
配電サービス

電気料金、
サービス費用

自営線 Physical DPPA
電気料金: 当事者間で自由に合
意するが、発電価格の上限＊を
超えてはならない。

資金の流れ

電力の流れ
再生可能エネルギー発電事業者と大口電力消費者は、以下の原則に従って専用接続網を通じて直接電力取
引を行う：
▪ 再生可能エネルギー発電事業者と大口電力消費者との間の電力販売契約は、電力法第44条および関連

する法規に従い、両者が合意した内容に基づいて締結される。主な内容は、当事者の情報、使用目的、
サービスの基準と品質、当事者の権利と義務、電力価格、支払い方法と期限、契約終了条件、契約違反
による責任、契約期間、専用接続網の投資・建設・運営責任、その他両者が合意した事項を含む。

▪ 電力価格は両者が交渉で決定し、商工省が規定された該当する発電源の最大価格を超えないものとする。

※この情報は参考用であり、報告書でさらに詳細に分析します。
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FIT制度漏れ案件の現状（太陽光発電、風力発電）

関連制度と再エネ業界の関係

出所：EVNのウエブサイトに基づいてONE-VALUEが作成

FIT漏れ案件の多くは臨時電力価格として、上限よりも50％の低水準での売電を余儀なくされ
ており、再エネ事業者にとってはDPPA制度の適用が期待される。

Sample
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